
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「直接型」は、利用希望者の方と物件の所有者の方が直接、交渉・契約をします。 

・ 「間接型」は、登録時に町が協定を結んでいる宅建業者と、媒介契約をしていただきます。宅建業者と 

利用希望者の方が交渉・契約をします。成約時には仲介手数料が必要となります。 

情報発信 情報発信 

・日野町のＨＰに物件の情報を公開します。 

・宅建業界の仲介システムに物件の情報を公

開します。 

・相談に来た方に物件の情報を提供します。 

 

・ 日野町のＨＰに物件の情報を公開します。 

・ 相談に来た方に物件の情報を提供します。 

 

 

紹介 紹介 

・町と宅建業者が利用希望者に物件の紹介を

します。 

・見学・交渉の申し出があれば、宅建業者が案

内します。 

 

 

・ 町が利用希望者に物件の紹介をして、見

学・交渉の申し出があれば所有者へ連絡い

たします。 

・ 見学は所有者で対応して下さい。 

直接交渉 宅建業者の仲介 

・宅建業者と利用希望者で、交渉を行います。 

・契約成立時には、仲介手数料が必要になりま

す。 

 

 

・ 所有者と利用者とで直接交渉・契約してい

ただきます。 

 

•日野町建設
計画課までご
相談ください。

空き家相談

•交渉方法は2種類「直接
型」と「間接型」です。

•申し込み時に選んでくだ
さい。

交渉方法選択

•申込書を提出してくだ
さい。間接型は町から
宅建業者を紹介します。

登録受付

登録申込 

物件の 
確認 

 

媒介契約 

・町の職員と所有者で物件の確認をします。 

・確認後、登録可能か判断します。 

・町の職員と宅建業者と所有者で、物件の確認

をします。確認後、登録可能か判断します。 

現地確認 現地確認 

情報発信 

契約 

利用希望
者の紹介 

 

媒介契約 媒介契約 

・所有者と宅建業者とで媒介契約を交わして

いただきます。 

 

 

・ 利用希望者と直接交渉・契約をしていただ

くため、宅建業者との契約の必要はありま

せん。 


